
鹿児島県立短期大学 ＩＴ活用人材育成プログラム（K-IT@kentan） 運営要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，鹿児島県立短期大学 IT 活用人材育成プログラム（通称：K-IT@kentan 以下「プ

ログラム」という）について，必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 鹿児島県立短期大学において IT 活用人材を育成するプログラムを設け，所定の学習を修了した

学生を認定することにより，地域社会に必要とされる IT活用人材の育成を促進することを目的とする。 

（プログラムのレベルと学習内容） 

第３条 初級である K-IT@kentan は「組織の中核的人材として，一般的なビジネスに対応した IT スキ

ルと情報セキュリティを含む IT 関連の知識を習得した者」として別表１に定める全ての単位を”良”以

上の成績で取得した学生に対して認定をおこなう。 

第４条 上級である K-IT@kentan＋は「組織の中核的人材として，ビジネスに対応した高度な IT スキ

ルと情報セキュリティ，ネットワーク，プログラミング含む IT 関連の知識を習得した者」として別表

２に定める全ての単位を”良”以上の成績で取得した学生に対して認定をおこなう。 

（認定の手続き） 

第５条 プログラム認定に関する手続きは商経学科から選出されたプログラム担当教員がおこなう。 

第６条 第３条もしくは第４条において定められた単位を取得した学生は，成績証明書のコピーをプロ

グラム担当教員に提出する。プログラム担当教員は修得単位を確認後，学長に認定を申し出て，認定証

の発行をおこなう。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，プログラムについて必要な事項については，プログラム担当教

員の提議のもと，全学運営委員会が定める。 

附 則 

この要綱は，令和５年３月３日から施行する。 

  



別表１ K-IT@kentan 認定に必要な単位 

科目設置の学科・専攻 科目名 

経済専攻，経営情報専攻，第二部商経学科 

情報リテラシーⅠ 
情報リテラシーⅡ 
PC データ活用 
文書作成実習 
PC アプリケーション実習 
PC データ活用実習 
情報科学概論 

注）技能審査合格者の単位認定も含む 

 

別表２ K-IT@kentan+認定に必要な単位 
科目設置の学科・専攻 科目名 

別表１の全ての科目 
経済専攻，経営情報専攻，第二部商経学科 応用文書処理 

経営情報専攻，第二部商経学科 
応用データ活用 
情報論特講 
プログラミング 

注）開放科目，特例科目により履修した単位も認める 

 

 

認定証様式 （カード型） 

K-IT@kentan 表面（図形は青色に黄色文字）  K-IT@kentan 裏面（フチは青色二重線） 

K-IT@kentan＋ 表面（図形は黄色に青色文字） K-IT@kentan＋ 裏面（フチは黄色二重線） 

 

鹿児島県立短期大学  No.001 

 IT 活用人材育成プログラム 

K-IT@kentan 認定証 

県短 太朗 （平成○年○⽉○⽇⽣） 

鹿児島県立短期大学  No.001 

 IT 活用人材育成プログラム 

K-IT@kentan＋ 認定証 

県短 花⼦ （平成○年○⽉○⽇⽣） 

あなたは鹿児島県立短期大学における所定の 
プログラムを修了し，組織の中核的人材として，

一般的なビジネスに対応した IT スキルと情報セ

キュリティを含む IT 関連の知識を習得した者と

して認定します。 
 

令和○年○⽉○⽇ 
⿅児島県⽴短期⼤学 学⻑ ○○○○ 

あなたは鹿児島県立短期大学における所定の 
プログラムを修了し，組織の中核的人材として，

ビジネスに対応した高度な IT スキルと情報セキ

ュリティ，ネットワーク，プログラミング含む

IT 関連の知識を習得した者として認定します。 
 

令和○年○⽉○⽇ 
⿅児島県⽴短期⼤学 学⻑ ○○○○ 


